
　

市
は
、
公
立
保
育
所
と
認
定
こ
ど
も

園
の
臨
時
保
育
士
を
募
集
し
て
い
ま

す
。

資　
　

格　

64
歳
未
満
で
、
保
育
士
お

　

よ
び
幼
稚
園
教
諭
の
資
格
を
有
す
る

　

方（
保
育
士
資
格
の
み
も
可
）

勤
務
時
間　

７
時
間
45
分（
シ
フ
ト
制
）

勤
務
場
所　

市
内
の
公
立
保
育
所
お
よ

　

び
認
定
こ
ど
も
園

賃

金

等　

日
給
8,
０
０
０
円
、
通
勤 

　

距
離
に
よ
り
交
通
費
を
支
給
、
勤
務

　

形
態
に
応
じ
社
会
保
険
お
よ
び
雇
用

　

保
険
加
入

任
用
期
間　

採
用
日
か
ら
６
ヶ
月
間

　

（
更
新
制
度
有
り
）

募
集
人
数　

３
人
程
度

そ

の

他　

パ
ー
ト
勤
務
の
申
し
込
み

　

も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

※
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
掲
載
し
て

い
ま
す
。

　

・　
　

子
育
て
支
援
課
保
育
係　
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0
4
7
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（80）
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今
月
は
所
得
状
況
届
・
現
況
届
の
提

出
日
で
す
。

　

各
手
当
を
現
在
受
け
て
い
る
方
は
、

届
を
８
月
11
日

（木）
か
ら
９
月
９
日

（金）
の

間
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。（
届
出
書
の

用
紙
は
直
接
送
付
し
ま
す
。）現
況
届
の

提
出
が
な
い
場
合
８
月
分
以
降
の
手
当

が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、２
年
以
上
届
出
が
な
い
と
、時

効
に
よ
り
支
払
い
を
受
け
る
権
利
が
な

く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

特
別
児
童
扶
養
手
当

　

家
庭
で
介
護
さ
れ
て
い
る
障
害
の
あ

る
児
童（
20
歳
未
満
）の
福
祉
の
増
進
を

図
り
、
そ
の
生
活
に
役
立
た
せ
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
、
児
童
の
父
母
ま
た
は

養
育
者
に
支
給
す
る
手
当
で
す
。
※
所

得
制
限
あ
り

支
給
月
額　

１
級　

5
0,
5
5
0
円

　
　
　
　
　

２
級　

3
3,
6
7
0
円

特
別
障
害
者
等
手
当

【
特
別
障
害
者
手
当
】

　

著
し
く
重
度
の
障
害
が
重
複
す
る
な

ど
の
状
態
に
あ
る
た
め
、
日
常
生
活
に
お

い
て
常
に
特
別
な
介
護
を
必
要
と
す
る

20
歳
以
上
の
在
宅
の
方（
障
害
者
本
人
）に

支
給
す
る
手
当
で
す
。※
所
得
制
限
あ
り

支
給
月
額　

2
6,
3
4
0
円　

【
障
害
児
福
祉
手
当
】

　

著
し
く
重
度
の
障
害
の
状
態
に
あ
る

た
め
、
日
常
生
活
に
お
い
て
常
に
特
別

な
介
護
を
必
要
と
す
る
20
歳
以
下
の
在

宅
の
方（
障
害
者
本
人
）に
支
給
す
る
手

当
で
す
。※
所
得
制
限
あ
り

支
給
月
額　

1
4,
3
3
0
円　

【
在
宅
重
度
知
的
障
害
者
及
び
ね
た
き

り
身
体
障
害
者
福
祉
手
当
】

　

療
育
手
帳
の
程
度
が
A
以
上
で
20
歳

以
上
の
在
宅
の
方
ま
た
は
そ
の
介
護

者
、
自
宅
に
お
い
て
６
か
月
以
上
寝
た

き
り
状
態
の
身
体
障
害
者
で
20
歳
以
上

65
歳
未
満
の
方
ま
た
は
そ
の
介
護
者
に

支
給
す
る
手
当
で
す
。
※
特
別
障
害
者

手
当
と
の
併
給
は
で
き
ま
せ
ん
。
所
得

制
限
な
し

支
給
月
額　

8,
6
5
0
円　

　
　

社
会
福
祉
課
障
が
い
福
祉
係
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敬
老
の
日
に
あ
た
り
、節
目
の
年
齢
に

達
し
た
人（
表
参
照
）や
結
婚

50
周
年
を

迎
え
る
ご
夫
婦
に
、長
寿
を
お
祝
い
し
て

祝
金
や
祝
い
の
品
を
お
届
け
し
ま
す
。

　

な
お
、結
婚
50
周
年
を
迎
え
る
ご
夫
婦

の
お
祝
い
に
つ
い
て
は
、
申
請
が
必
要

と
な
り
ま
す
。
該
当
さ
れ
る
人
は
８
月

24
日

（水）
ま
で
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

（
本
籍
地
が
山
武
市
に
な
い
人
は
戸
籍

謄
本
の
添
付
を
お
願
い
し
ま
す
）

　
※
平
成
23
年
９
月
１
日
現
在
で
３
か
月

以
上
市
内
に
お
住
ま
い
の
方
が
対
象
と

な
り
ま
す
。

※
い
ず
れ
の
お
祝
い
も
受
取
り
の
際
に

印
鑑
が
必
要
で
す
。

　
　

高
齢
者
福
祉
課
高
齢
者
福
祉
係　

　
　
　
　
　

☎
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長寿をお祝いして記念品を贈呈
対象者

満99歳
　（明治44年9月2日
　　～明治45年9月1日生）
満88歳
　（大正11年9月2日
　　～大正12年9月1日生）
満77歳
　（昭和8年9月2日
　　～昭和9年9月1日生）
結婚50周年
　（昭和35年9月2日から昭和36年
　　9月1日にご結婚された方）

祝金・祝品

祝　金　50,000円

買物券　10,000円

買物券　  5,000円

祝　金　  5,000円

お届けの方法

9月中旬から各戸配布

9月中旬に郵送

9月中旬に郵送

9月中旬から各戸配布

申請の要否

不要

不要

不要

必要

長
寿
を
お
祝
い
し
て

記
念
品
を
贈
呈

臨
時
保
育
士
を
募
集

『
特
別
児
童
扶
養
手
当
』

『
特
別
障
害
者
等
手
当
』
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